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○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
十
六
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十

号
）
第
六
条
の
二
、
第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
並
び
に
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
、
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
及
び
移

動
等
円
滑
化
実
績
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
並
び
に
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
、
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
及
び
移
動
等

円
滑
化
実
績
等
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
告
示

一

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百

十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移

動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四

号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、

三
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
ご
と
に
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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イ

各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
（
当
該
年
度
の
前
三
年
度
に
事
業
を
開
始
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
年
度
の
前
々
年
度
、
当
該
年
度
前
四
年
度
に
事
業
を
開
始
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

年
度
の
前
三
年
度
及
び
当
該
年
度
の
前
々
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
の
人
数
が

三
千
人
以
上
で
あ
る
旅
客
施
設
を
設
置
又
は
管
理
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
ま
で
の
過

去
三
年
度
の
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
の
人
数
が
三
万
人
以
上
で
あ
る
旅
客
施
設
を
設
置
又
は
管
理
し
て

い
な
い
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
中
小
企
業
者
で
あ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
大
企
業
者
（
中
小
企

業
者
以
外
の
公
共
交
通
事
業
者
等
（
当
該
中
小
企
業
者
で
あ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
が
属
す
る
区
分
以
外
の
区
分

に
属
す
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
有
に
係
る
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
株
式
の
数
の
当

該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又
は
当
該
大
企
業
者
の
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等

へ
の
出
資
の
金
額
の
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が
二
分
の
一
未
満
で
あ
る
場
合
を

除
く
。

ロ

各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
の
輸
送
人
員
の
一
年
度
当
た
り
の
平
均
が
百

万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
の
輸
送
人
員
の
一
年
度
当
た
り

の
平
均
が
一
千
万
人
未
満
で
あ
る
中
小
企
業
者
で
あ
り
、
か
つ
、
大
企
業
者
の
所
有
に
係
る
当
該
公
共
交
通
事
業

者
等
の
株
式
の
数
の
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又
は
当
該
大
企
業
者
の
当
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該
公
共
交
通
事
業
者
等
へ
の
出
資
の
金
額
の
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が
二
分
の

一
未
満
で
あ
る
場
合
を
除
く
。

ハ

イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
、
自
社
及
び
そ
の
属
す
る
企
業
結
合
集
団
（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公

正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
結
合
集

団
を
い
う
。
）
又
は
事
業
の
被
承
継
人
の
輸
送
人
員
等
に
鑑
み
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
必
要
性
が
イ
又
は

ロ
に
該
当
す
る
者
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
て
国
土
交
通
大
臣
、
地
方
整
備
局
長
、
北
海
道
開
発
局
長
、
地
方
運
輸

局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
又
は
地
方
航
空
局
長
が
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

規
則
第
六
条
の
三
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
は
、
第
一
号
様
式
と
す
る
。

三

規
則
第
六
条
の
四
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
者

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式

二

法
第
二
条
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
者

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式

三

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自

第
六
号
様
式
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動
車
運
送
事
業
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を

設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

五

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
貸
切
旅
客
自

第
八
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者

六

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自

第
九
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者

七

法
第
二
条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
者

第
七
号
様
式

八

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に
掲
げ

第
十
号
様
式
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る
者
を
除
く
。
）

九

第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式

号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も

の
十

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者

第
十
二
号
様
式

十
一

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条

第
十
一
号
様
式

第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
も
の

十
二

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条

第
十
三
号
様
式

第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
も
の
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四

規
則
第
二
十
三
条
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
者

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式

二

法
第
二
条
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
者

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式

三

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自

第
十
八
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を

設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

五

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
貸
切
旅
客
自

第
二
十
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
貸
切
バ
ス
車
両
（
移
動
等
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円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の

構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平

成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号
。
以
下
「
公

共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
貸
切
バ
ス

車
両
を
い
う
。
）
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る

も
の

六

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自

第
二
十
一
号
様
式

動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
（
公

共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第

十
四
号
に
規
定
す
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を
い
う
。

）
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の

七

法
第
二
条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
者

第
十
九
号
様
式
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八

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に
掲
げ

第
二
十
二
号
様
式

る
者
を
除
く
。
）

九

第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五

第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
三
号
様
式

号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も

の
十

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者

第
二
十
四
号
様
式

十
一

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条

第
十
四
号
様
式

第
五
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
も
の

十
二

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条

第
二
十
三
号
様
式

第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
も
の
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十
三

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条

第
二
十
五
号
様
式

第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は

、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
並
び
に
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
、
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
及
び
移
動
等
円
滑
化

実
績
等
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
二
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
並
び
に
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
、
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
及
び
移
動
等
円

滑
化
実
績
等
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
告
示
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
中
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
」
に

改
め
る
。
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